
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令

第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
令
第
十
七
条
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
規
定
）

（
令
第
十
七
条
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
規
定
）

第
二
十
六
条
の
二

令
第
十
七
条
第
二
号
イ
に
規
定

す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
規
定
は
、
地
方
税

法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第

三
百
十
四
条
の
七
並
び
に
附
則
第
五
条
の
四
第
六

項
及
び
第
五
条
の
四
の
二
第
五
項
と
す
る
。

第
二
十
六
条
の
二

令
第
十
七
条
第
二
号
イ
に
規
定

す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
規
定
は
、
地
方
税

法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第

三
百
十
四
条
の
七
並
び
に
附
則
第
五
条
の
四
第
六

項
及
び
第
五
条
の
四
の
二
第
六
項
と
す
る
。

（
支
給
認
定
の
申
請
等
）

（
支
給
認
定
の
申
請
等
）

第
三
十
五
条

法
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
支
給
認
定
（
法
第
五
十
二
条
第
一
項
に
規
定

す
る
支
給
認
定
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
申
請
を

し
よ
う
と
す
る
障
害
者
又
は
障
害
児
の
保
護
者

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請

書
を
、
市
町
村
（
精
神
通
院
医
療
（
令
第
一
条
の

第
三
十
五
条

法
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
支
給
認
定
（
法
第
五
十
二
条
第
一
項
に
規
定

す
る
支
給
認
定
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
申
請
を

し
よ
う
と
す
る
障
害
者
又
は
障
害
児
の
保
護
者

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請

書
を
、
市
町
村
（
精
神
通
院
医
療
（
令
第
一
条
の

令和年月日 木曜日 第号官 報

〇
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
一
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

五
十
三
条
第
一
項
、
第
五
十
四
条
第
三
項
及
び
第
五
十
六
条
第
一
項
並
び
に
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総

合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
十
号
）
第
三
十
二
条
第
一
項
及
び
第
三
十
三
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
三
月
十
九
日

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信





二
第
三
号
に
規
定
す
る
精
神
通
院
医
療
を
い
う
。

以
下
同
じ
。）に
係
る
自
立
支
援
医
療
費
の
支
給
に

関
し
て
は
、
都
道
府
県
と
す
る
。
以
下
「
市
町
村

等
」
と
い
う
。）に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
第
三
号
に
規
定
す
る
精
神
通
院
医
療
を
い
う
。

以
下
同
じ
。）に
係
る
自
立
支
援
医
療
費
の
支
給
に

関
し
て
は
、
都
道
府
県
と
す
る
。
以
下
「
市
町
村

等
」
と
い
う
。）に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
申
請
に
係
る
障
害
者
等
の
氏
名
、
居
住

地
、
生
年
月
日
、
個
人
番
号
及
び
連
絡
先

一

当
該
申
請
に
係
る
障
害
者
等
の
氏
名
、性
別
、

居
住
地
、
生
年
月
日
、
個
人
番
号
及
び
連
絡
先

二
〜
十

（
略
）

二
〜
十

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

（
法
第
五
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
事
項
）

（
法
第
五
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
事
項
）

第
四
十
一
条

法
第
五
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

第
四
十
一
条

法
第
五
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

支
給
認
定
に
係
る
障
害
者
等
の
氏
名
、
居
住

地
及
び
生
年
月
日

一

支
給
認
定
に
係
る
障
害
者
等
の
氏
名
、性
別
、

居
住
地
及
び
生
年
月
日

二
〜
十

（
略
）

二
〜
十

（
略
）

（
支
給
認
定
の
変
更
の
申
請
）

（
支
給
認
定
の
変
更
の
申
請
）

第
四
十
五
条

法
第
五
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
支
給
認
定
の
変
更
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
支

給
認
定
障
害
者
等
（
法
第
五
十
四
条
第
三
項
に
規

定
す
る
支
給
認
定
障
害
者
等
を
い
う
。
以
下
同

じ
。）は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

申
請
書
に
医
療
受
給
者
証
を
添
え
て
市
町
村
等
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
五
条

法
第
五
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
支
給
認
定
の
変
更
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
支

給
認
定
障
害
者
等
（
法
第
五
十
四
条
第
三
項
に
規

定
す
る
支
給
認
定
障
害
者
等
を
い
う
。
以
下
同

じ
。）は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

申
請
書
に
医
療
受
給
者
証
を
添
え
て
市
町
村
等
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
支
給
認
定
に
係
る
障
害
者
等
の
氏
名
、

居
住
地
、
生
年
月
日
、
個
人
番
号
及
び
連
絡
先

一

当
該
支
給
認
定
に
係
る
障
害
者
等
の
氏
名
、

性
別
、
居
住
地
、
生
年
月
日
、
個
人
番
号
及
び

連
絡
先

二
〜
四

（
略
）

二
〜
四

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
申
請
内
容
の
変
更
の
届
出
）

（
申
請
内
容
の
変
更
の
届
出
）

第
四
十
七
条

令
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
支
給
認
定
障
害
者
等

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出

書
に
医
療
受
給
者
証
を
添
え
て
市
町
村
等
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
七
条

令
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
支
給
認
定
障
害
者
等

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出

書
に
医
療
受
給
者
証
を
添
え
て
市
町
村
等
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
支
給
認
定
に
係
る
障
害
者
等
の
氏
名
、

居
住
地
、
生
年
月
日
、
個
人
番
号
及
び
連
絡
先

一

当
該
支
給
認
定
に
係
る
障
害
者
等
の
氏
名
、

性
別
、
居
住
地
、
生
年
月
日
、
個
人
番
号
及
び

連
絡
先

二
〜
五

（
略
）

二
〜
五

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
医
療
受
給
者
証
の
再
交
付
の
申
請
）

（
医
療
受
給
者
証
の
再
交
付
の
申
請
）

第
四
十
八
条

令
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
支
給
認
定
障
害
者
等

は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書

を
、
市
町
村
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
当
該
申
請
を
行
う
支
給
認
定
障
害
者
等

が
当
該
支
給
認
定
障
害
者
等
に
係
る
第
二
号
に
掲

げ
る
書
類
を
提
示
し
た
場
合
の
申
請
書
に
つ
い
て

は
、
当
該
支
給
認
定
障
害
者
等
の
個
人
番
号
（
当

該
支
給
認
定
に
係
る
障
害
者
等
が
障
害
児
の
場
合

の
申
請
書
に
つ
い
て
は
、
当
該
障
害
児
の
個
人
番

号
も
含
む
。）を
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

第
四
十
八
条

令
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
支
給
認
定
障
害
者
等

は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書

を
、
市
町
村
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
当
該
申
請
を
行
う
支
給
認
定
障
害
者
等

が
当
該
支
給
認
定
障
害
者
等
に
係
る
第
二
号
に
掲

げ
る
書
類
を
提
示
し
た
場
合
の
申
請
書
に
つ
い
て

は
、
当
該
支
給
認
定
障
害
者
等
の
個
人
番
号
（
当

該
支
給
認
定
に
係
る
障
害
者
等
が
障
害
児
の
場
合

の
申
請
書
に
つ
い
て
は
、
当
該
障
害
児
の
個
人
番

号
も
含
む
。）を
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

一

次
に
掲
げ
る
事
項

一

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

当
該
支
給
認
定
に
係
る
障
害
者
等
の
氏

名
、
居
住
地
、
生
年
月
日
、
個
人
番
号
及
び

連
絡
先

イ

当
該
支
給
認
定
に
係
る
障
害
者
等
の
氏

名
、
性
別
、
居
住
地
、
生
年
月
日
、
個
人
番

号
及
び
連
絡
先

ロ
・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）

２
〜
５

（
略
）

２
〜
５

（
略
）

附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
二
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
本
則
中
第
二
十
六
条
の
二
の
改
正
規
定
は
、
公
布

の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和年月日 木曜日 第号官 報 


